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石
塚
壮
太
郎
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
本
論
文
の
構
成

　

石
塚
壮
太
郎
君
が
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
『
国
家
目
標

の
法
理
論
―
―
憲
法
に
よ
る
公
共
の
福
祉
の
実
現
』
は
、
ド
イ
ツ
の

憲
法
規
範
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
国
家
目
標
規
定
を
中
心
に
検
討
し
、

主
に
憲
法
総
論
、
人
権
総
論
、
社
会
権
論
に
つ
い
て
、
新
た
な
視
座

を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
Ａ
4
判
二
五
四
頁
、
文
字
数
は
三
一
万
字
を
超
え
る

も
の
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
修
士
学
位
論
文
（「
国
家
目
標
規
定

―
―
権
利
論
的
構
成
か
、
客
観
法
的
構
成
か
」（
二
〇
一
一
年
度
、

慶
應
義
塾
大
学
）
を
基
礎
に
、
同
君
が
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学

研
究
科
後
期
博
士
課
程
在
学
中
に
『
法
学
政
治
学
論
究
』
に
発
表
し

た
三
本
の
論
文
（「
国
家
目
標
規
定
と
国
家
学
―
―
そ
の
基
本
権
制

約
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
へ
の
照
射
」
法
学
政
治
学
論
究
九
七
号
（
二
〇

一
三
年
）
三
三
五
―
三
六
五
頁
、「
社
会
国
家
・
社
会
国
家
原
理
・

社
会
法
―
―
国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の
一
局
面
」
法
学
政

治
学
論
究
一
〇
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
九
七
―
二
二
九
頁
、「『
生

存
権
』
の
法
的
性
質
―
―
主
観
的
権
利
と
し
て
の
成
立
と
そ
の
意

義
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
〇
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
〇
一
―
一
三

四
頁
）、
北
九
州
市
立
大
学
着
任
後
に
執
筆
・
投
稿
し
た
三
本
の
論

文
（「
国
家
目
標
規
定
の
憲
法
理
論
的
意
義
―
―
『
憲
法
理
論
』
と

の
対
話
／
具
体
化
法
と
の
接
続
」
比
較
憲
法
学
研
究
二
九
号
（
二
〇

一
七
年
）
一
三
九
―
一
六
四
頁
、「『
健
康
権
』
の
法
的
性
質
―
―
ニ

コ
ラ
ウ
ス
決
定
と
基
本
権
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
の
揺
ら
ぎ
」
法
学
研
究

九
一
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
五
〇
七
―
五
三
二
頁
、「
枠
組
的
権

利
と
し
て
の
生
存
権
」
憲
法
理
論
研
究
会
編
『
憲
法
の
可
能
性
』

（
敬
文
堂
、
二
〇
一
九
年
）
二
一
三
―
二
二
六
頁
）
に
加
筆
修
正
を

加
え
、
一
部
新
た
に
書
き
下
ろ
し
て
一
本
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
本
論
文
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
活

動
ス
タ
ー
ト
支
援
「
国
家
の
任
務
及
び
課
題
に
関
す
る
憲
法
理
論
の

構
築
」（
二
〇
一
七
―
二
〇
一
八
年
度
）
お
よ
び
同
学
術
研
究
助
成

基
金
助
成
金
若
手
研
究
「
枠
組
的
権
利
論
に
よ
る
社
会
権
の
解
釈
論

的
転
回
―
―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
を
契
機
と
し
て
」（
二

〇
一
九
―
二
〇
二
一
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
も
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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序　

章
第
一
節　

本
稿
の
テ
ー
マ
お
よ
び
問
題
意
識

第
二
節　

本
稿
の
射
程
と
限
界

第
三
節　

本
稿
全
体
の
構
成

第
一
部　

規
範
類
型
と
し
て
の
国
家
目
標
規
定

第
一
章　

国
家
目
標
規
定
の
成
立
と
そ
の
意
義

第
一
節　

国
家
目
標
規
定
の
定
義

第
二
節　

 

ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
期
ま
で
の
基
本
権
と
国
家
目
標
規

定
の
区
別

第
三
節　

 

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
規
範
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て

の
国
家
目
標
規
定
の
成
立

第
四
節　

基
本
権
か
、
国
家
目
標
規
定
か

第
五
節　

中
間
総
括

第
二
章　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
構
造

第
一
節　

構
成
要
素

第
二
節　

法
的
構
造

第
三
節　

法
的
作
用

第
四
節　

国
家
目
標
規
定
に
基
づ
く
司
法
的
統
制

第
二
部　

国
家
目
標
の
位
相

第
三
章　

国
家
目
的
と
国
家
目
標

第
一
節　

国
家
目
的
論
の
衰
退
と
復
権

第
二
節　

国
家
目
的
・
国
家
目
標
・
国
家
任
務

第
三
節　

ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
に
よ
る
国
家
目
標
の
分
析

第
四
章　

国
家
目
標
の
「
憲
法
理
論
」
的
役
割

第
一
節　

国
家
目
標
規
定
を
め
ぐ
る
議
論

第
二
節　
「
憲
法
理
論
」
の
役
割

第
三
節　

国
家
目
標
規
定
の
憲
法
教
義
学
と
「
憲
法
理
論
」

第
四
節　

中
間
総
括

第
三
部　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
展
開

第
五
章　

憲
法
に
よ
る
公
共
の
福
祉
の
実
現

第
一
節　

公
共
の
福
祉
の
具
体
化

第
二
節　

基
本
的
国
家
目
標

第
三
節　

憲
法
上
の
国
家
目
標
秩
序

第
四
節　

中
間
総
括

第
六
章　

国
家
目
標
規
定
の
目
標
促
進
機
能

第
一
節　

 

国
家
目
標
規
定
と
具
体
化
法
―
―
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
と
し
て
の
部
分
憲
法

第
二
節　

国
家
目
標
規
定
の
規
範
的
具
体
化
の
類
型

第
三
節　

 
社
会
国
家
原
理
の
立
法
に
よ
る
具
体
化
お
よ
び
そ
の
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憲
法
的
再
構
成

第
四
節　

 「
社
会
保
険
」
と
「
社
会
扶
助
」
に
対
す
る
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
関
与

第
五
節　

中
間
総
括

第
七
章　

国
家
目
標
規
定
の
基
本
権
制
約
機
能

第
一
節　

国
家
目
標
規
定
と
基
本
権
制
約

第
二
節　

基
本
権
の
制
約
根
拠
と
し
て
の
国
家
目
標
規
定

第
三
節　

 

基
本
法
二
〇
ａ
条
「
動
物
保
護
」
導
入
前
後
の
状
況

―
―
動
物
保
護
の
法
的
位
置
づ
け

第
四
節　

国
家
目
標
規
定
と
国
家
目
標
秩
序

第
五
節　

中
間
総
括

第
四
部　

国
家
目
標
の
基
本
権
に
よ
る
実
現

第
八
章　
「
生
存
権
」
―
―
最
低
限
の
生
存
を
保
障
す
る
権
利

第
一
節　
「
生
存
権
」
の
輪
郭

第
二
節　
「
生
存
権
」
の
構
造
お
よ
び
内
容

第
三
節　
「
生
存
権
」
に
基
づ
く
審
査

第
四
節　

中
間
総
括

第
九
章　
「
健
康
権
」
―
―
疾
病
保
険
給
付
請
求
権

第
一
節　
「
健
康
権
」
の
法
的
性
質

第
二
節　

 

狭
義
の
「
健
康
権
」
の
発
見
？
―
―
ニ
コ
ラ
ウ
ス
決

定

第
三
節　
「
健
康
権
」
に
基
づ
く
審
査

第
四
節　

中
間
総
括

補
章　

社
会
権
条
項
の
法
的
性
質

第
一
節　

生
存
権
判
例
に
対
す
る
理
解
の
新
傾
向

第
二
節　

国
家
目
標
か
ら
主
観
的
権
利
へ
？

第
三
節　

枠
組
的
権
利
と
し
て
の
生
存
権

第
四
節　

憲
法
二
五
条
（
生
存
権
）
の
解
釈

第
五
節　

憲
法
二
七
条
（
勤
労
権
）
の
解
釈

第
六
節　

中
間
総
括

終　

章
第
一
節　

本
稿
の
結
論

第
二
節　

本
稿
の
要
約

二
　
本
論
文
の
概
要

　

⑴　

本
稿
は
、
四
部
構
成
で
あ
る
。
第
一
部
（
第
一
章
―
第
二

章
）
で
は
、
国
家
目
標
規
定
と
い
う
規
範
類
型
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
が

ど
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
か
を
追
う
こ
と
で
、
こ
の

規
範
類
型
の
輪
郭
が
示
さ
れ
、
そ
の
規
範
と
し
て
の
構
造
が
明
ら
か
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に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部
（
第
三
章
―
第
四
章
）
で
は
、
国
家
目
標

規
定
に
よ
っ
て
規
範
化
さ
れ
る
国
家
目
標
の
概
念
を
明
確
化
す
る
た

め
に
、
類
似
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
る
国
家
目
的
お
よ
び
国
家
任

務
に
つ
い
て
、
歴
史
的
お
よ
び
意
味
論
的
用
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
国
家
目
標
の
議
論
に
は
、
議
論
次
元
（
記
述
的
か

規
範
的
か
）
ご
と
に
異
な
る
用
法
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

第
三
部
（
第
五
章
―
第
七
章
）
で
は
、
国
家
目
標
規
定
が
憲
法
に
導

入
さ
れ
る
と
何
が
変
わ
る
の
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る

の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
共
の
福
祉
内
部
に
お
け

る
国
家
目
標
秩
序
の
構
成
が
示
さ
れ
た
う
え
で
、
国
家
目
標
規
定
に

は
、
そ
れ
ら
の
国
家
目
標
の
実
現
を
国
家
に
求
め
る
機
能
お
よ
び
基

本
権
制
約
を
正
当
化
す
る
機
能
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

第
四
部
（
第
八
章
―
第
九
章
）
で
は
、
国
家
目
標
の
一
部
が
給
付
請

求
権
と
し
て
基
本
権
化
（
主
観
的
権
利
化
）
す
る
場
合
に
つ
い
て
考

察
さ
れ
る
。
生
存
権
と
健
康
権
を
例
に
、
権
利
と
し
て
の
構
成
と
司

法
審
査
の
手
法
に
つ
い
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
補
章
で
は
、

日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
へ
の
応
用
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　

⑵　

第
一
章
で
は
、
国
家
目
標
規
定
が
規
範
類
型
と
し
て
成
立
し

た
過
程
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
基
本
法
下
で
は
当
初
、
社
会

国
家
原
理
（
基
本
法
二
〇
条
、
二
八
条
）
に
明
確
な
位
置
づ
け
が
与

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
規
範
内
容
や
規
範
構
造
は
、
学
説
や
判
例

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
営
為
を
通
じ
て
、
国
家
目
標
規
定
概

念
の
原
形
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
後
の
一
九
八
〇
年
代
に
、
環
境
保
護

条
項
の
憲
法
へ
の
導
入
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
国
家
目
標
規
定
と

い
う
規
範
類
型
が
精
緻
化
さ
れ
た
。
環
境
保
護
・
動
物
保
護
条
項
は
、

国
家
目
標
規
定
と
し
て
憲
法
に
導
入
さ
れ
た
が
、
国
家
目
標
規
定
と

い
う
規
定
形
式
が
選
択
さ
れ
た
背
後
に
は
、
権
利
論
的
構
成
の
限
界

や
民
主
政
原
理
へ
の
配
慮
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
国
家
目
標
規
定
論
の
第
一
人
者
で
あ
る
カ
ー
ル
＝

ペ
ー
タ
ー
・
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
の
教
授
資
格
請
求
論
文
を
も
と
に
、
国

家
目
標
規
定
の
規
範
構
造
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

国
家
目
標
規
定
と
は
《
個
人
に
主
観
的
権
利
を
与
え
る
こ
と
な
く
、

国
家
を
法
的
に
目
標
へ
と
義
務
づ
け
る
憲
法
規
範
で
あ
り
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
規
定
、
基
本
権
、
制
度
的
保
障
、
権
限
規
範
お
よ
び
国
家
構
成

原
理
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
》
で
あ
る
。
ま
た
、
国
家
目
標
規
定
の

構
造
的
特
徴
と
し
て
、
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
こ
と
、
原
理
で
あ

る
こ
と
、
核
心
領
域
と
周
辺
領
域
の
区
別
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。
そ
し
て
国
家
目
標
規
定
は
、
立
法
府
、
執
行
府
お
よ
び
司
法
府

に
対
し
て
、
各
機
関
の
権
限
に
応
じ
た
目
標
実
現
を
求
め
て
お
り
、

第
一
次
的
に
は
立
法
に
よ
る
具
体
化
・
内
容
形
成
が
求
め
ら
れ
る
と

さ
れ
る
。
国
家
目
標
規
定
を
規
準
と
し
た
司
法
的
統
制
は
、
立
法
者

に
形
成
の
余
地
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
応
じ
て
、
必
然
的
に
限
定
的



特 別 記 事

89

で
あ
り
、
審
査
密
度
と
し
て
は
「
明
白
性
の
原
則
」
が
用
い
ら
れ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

⑶　

第
三
章
で
は
、
国
家
目
的
と
国
家
目
標
、
さ
ら
に
は
両
者
の

関
係
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
国
家
目

的
や
国
家
目
標
を
憲
法
に
内
在
化
さ
せ
る
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の

検
討
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
石
塚
君
は
、
権
利
論
的

観
点
―
―
す
な
わ
ち
個
人
が
国
家
に
対
し
て
何
か
を
請
求
し
う
る
か

―
―
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
論
的
観
点
―
―
す
な
わ
ち
国
家
は
何
を

す
べ
き
か
―
―
か
ら
、
憲
法
的
規
範
理
論
の
再
構
築
を
試
み
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
憲
法
は
様
々
な
考
察
対
象
を
含
み
う
る
こ
と
に
な
る
と

指
摘
す
る
。
こ
の
点
、
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
二
〇
世
紀
末
の
現
代
立

憲
国
家
の
比
較
か
ら
五
つ
の
基
本
的
国
家
目
標
―
―
実
質
的
法
治
国

家
性
、
社
会
国
家
性
、
環
境
国
家
性
、
文
化
国
家
性
、
平
和
国
家
性

―
―
を
抽
出
し
て
い
る
。
ま
た
。
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な

現
代
立
憲
国
家
の
目
標
に
関
す
る
分
析
か
ら
、「
現
代
立
憲
国
家
で

あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
ら
の
国
家
目
標
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
規
範
命
題
を
導
き
、
そ
の
よ
う
な
規
範
的
議
論
は
憲
法
改
正
に

お
い
て
な
さ
れ
る
ほ
か
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
も
な
さ
れ
う
る
と
し

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
石
塚
君
は
、
こ
の
規
範
理
論
が
法
的
な
も
の

な
の
か
、
政
治
的
・
道
徳
的
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
を
留

保
し
、
検
討
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、
国
家
目
標
が
果
た
す
機
能
が
、
理
論
と
解
釈
論
に

分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
国
家
目
標
規
定
の
解
釈
に
際
し
て
は
、

「
憲
法
理
論
」
が
一
定
の
作
法
の
下
で
間
接
的
に
参
照
さ
れ
（
国
家

目
標
教
義
学
）、
ま
た
、
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
国
家
目
標
を
規
定
す
る

際
や
、
国
家
目
標
を
具
体
化
す
る
法
の
あ
り
方
を
論
じ
る
際
に
は
、

「
憲
法
理
論
」
が
直
接
に
用
い
ら
れ
る
と
さ
れ
る
（
国
家
目
標
理
論
）。

石
塚
君
は
、
理
論
と
解
釈
論
を
峻
別
し
つ
つ
も
、
国
家
目
標
に
関
す

る
憲
法
史
や
憲
法
比
較
を
憲
法
解
釈
お
よ
び
憲
法
政
策
に
生
か
す
こ

と
を
志
向
し
て
い
る
。

　

⑷　

第
五
章
で
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
が
実
現
さ
れ
る

と
い
う
主
題
の
全
体
像
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
公

共
の
福
祉
（Gem

einw
ohl

）
の
具
体
化
で
あ
る
国
家
目
標
を
憲
法

に
碇
礎
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も

部
分
的
に
は
、
国
家
は
憲
法
に
よ
っ
て
公
共
の
福
祉
の
実
現
を
義
務

づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
一
歩
進
め
れ
ば
、
憲
法
は
公
共

の
福
祉
の
実
現
の
た
め
に
あ
る
と
の
憲
法
理
解
に
達
す
る
。
日
本
の

憲
法
学
で
は
、
憲
法
は
人
権
保
障
の
た
め
に
あ
り
、
統
治
機
構
の
諸

規
定
も
そ
れ
に
奉
仕
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
（
芦
部
信
喜
）
が
、

国
家
目
標
秩
序
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
人
権
保
障
す
ら
公
共
の

福
祉
の
一
部
と
し
て
理
解
で
き
る
か
ら
だ
と
い
う
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
石
塚
君
の
指
摘
は
、
観
点
の
オ
ル
タ
ナ
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テ
ィ
ブ
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
自
身
は
、
憲
法
上
の
権
利
の

独
自
性
・
特
殊
性
を
正
面
か
ら
承
認
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
そ
の
防

御
作
用
に
つ
い
て
変
更
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
石
塚
君
は
、
国
家
目
標
規
定
は
立
法
的
秩
序
形
成
、

基
本
権
は
司
法
的
秩
序
形
成
と
い
う
実
現
方
式
を
採
る
点
に
特
徴
が

あ
る
と
の
仕
分
け
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
相
対
的
な
差

異
で
あ
り
、
国
家
目
標
規
定
の
立
法
的
秩
序
形
成
も
制
約
を
受
け
な

い
も
の
で
は
な
い
し
（
第
六
章
）、
基
本
権
の
司
法
的
秩
序
形
成
も

単
純
に
司
法
判
断
が
優
先
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
は
な
い
（
第
八
章
・

第
九
章
）
と
さ
れ
る
。

　

第
六
章
で
は
、
国
家
目
標
規
定
の
目
標
促
進
機
能
が
検
討
さ
れ
て

い
る
。
国
家
目
標
規
定
は
、
あ
る
目
標
の
実
現
を
国
家
に
義
務
づ
け

る
も
の
で
あ
り
、
国
家
諸
機
関
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
要
す

る
目
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
主
に
社
会
国
家
原
理
を

素
材
と
し
て
、
そ
の
目
標
促
進
要
請
に
対
応
し
て
、
ど
の
よ
う
に
具

体
化
が
な
さ
れ
た
か
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り

明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
に
、
社
会
国
家
を
標
榜
す
る
現
代
立

憲
主
義
国
家
に
は
、
少
な
く
と
も
、
人
間
に
値
す
る
最
低
限
度
の
生

活
を
保
障
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
他
に
も
労
働
、
健
康
、
家
族
、

住
居
、
富
裕
な
ど
と
い
っ
た
テ
ー
マ
へ
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
、

第
二
に
、
社
会
国
家
原
理
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
社
会
保
険

や
社
会
扶
助
と
い
っ
た
手
法
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
立
法
者
に
よ
る
形
成
を
前
提
と
し

て
で
は
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
「
社
会
保
険
」
概
念
を
積
極

的
に
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
社
会
扶
助
」
概
念
に
依
拠
し

て
、「
社
会
扶
助
」
の
諸
原
則
を
い
わ
ば
規
準
に
、
社
会
扶
助
に
関

す
る
法
の
憲
法
適
合
性
審
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。

　

第
七
章
で
は
、
国
家
目
標
規
定
の
基
本
権
制
約
機
能
に
つ
い
て
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
家
目
標
規
定
の
中
に
は
、
基
本
権
の
制
約

を
拡
張
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
採
用
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
例
え
ば

環
境
保
護
目
標
は
営
業
の
自
由
（
有
害
物
質
排
出
な
ど
）
の
制
約
、

動
物
保
護
目
標
は
学
問
の
自
由
（
動
物
実
験
な
ど
）
の
制
約
に
役
立

つ
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
家
目
標
理
論
を
参
照
し
て
導
か
れ
た
憲

法
上
の
国
家
目
標
秩
序
を
基
準
と
し
て
、
動
物
保
護
目
標
が
、
他
の

基
本
的
国
家
目
標
と
比
べ
て
、
重
み
づ
け
に
欠
け
る
こ
と
を
具
体
的

に
論
じ
て
い
る
。

　

⑸　

第
八
章
で
は
、
ド
イ
ツ
の
「
生
存
権
」
に
つ
い
て
検
討
が
な

さ
れ
て
い
る
。
本
章
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
一
〇
年

の
ハ
ル
ツ
Ⅳ
判
決
で
承
認
し
た
「
人
間
に
値
す
る
生
存
最
低
限
度
の

保
障
を
求
め
る
基
本
権
」
を
、
主
観
的
権
利
と
い
う
形
態
で
の
社
会

国
家
原
理
の
実
現
と
と
ら
え
た
上
で
、
主
観
的
権
利
と
し
て
「
生
存
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最
低
限
度
保
障
」
を
実
現
す
る
場
合
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
る
。
石

塚
君
に
よ
れ
ば
、
こ
の
主
観
的
権
利
は
、
そ
の
保
障
の
根
拠
か
ら
範

囲
・
内
容
を
経
て
一
定
額
へ
と
至
る
、
社
会
給
付
請
求
権
具
体
化
の

諸
段
階
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
際
、（
社
会
扶
助
法
上
の
諸

原
則
か
ら
格
上
げ
さ
れ
た
）
憲
法
上
の
諸
要
請
が
上
位
に
掲
げ
ら
れ
、

そ
れ
ら
諸
要
請
を
規
準
に
し
て
請
求
権
の
具
体
化
が
司
法
的
に
統
制

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
の
基
本
権
に
基
づ
い
て
、
実
体
審

査
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
セ
ス
審
査
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
重
要
性
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
九
章
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
健
康
権
」
の
検
討
が
な
さ
れ

た
。
日
本
で
は
健
康
権
と
し
て
主
張
さ
れ
る
も
の
の
内
実
や
方
向
性

が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
章
で
は
「
健
康
権
」
が
主
観

的
権
利
と
し
て
成
立
し
う
る
か
、
そ
う
だ
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
示
す
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
い
う
人
格
権
の
一
内

容
と
し
て
の
「
個
人
の
生
命
、
身
体
、
精
神
お
よ
び
生
活
に
関
す
る

利
益
」
は
、
ド
イ
ツ
で
は
基
本
法
二
条
二
項
一
文
の
生
命
お
よ
び
身

体
を
害
さ
れ
な
い
権
利
と
同
位
相
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
防

御
権
お
よ
び
保
護
義
務
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、「
健
康
」
と

い
う
テ
ー
マ
の
中
心
が
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
医
療
に

対
す
る
給
付
請
求
権
が
問
題
に
な
る
と
い
う
。
石
塚
君
は
、
ま
ず
ド

イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
二
〇
一
五
年
に
下
し
た
ニ
コ
ラ
ウ
ス
決
定

で
、
極
限
的
状
況
に
お
い
て
、
通
常
保
険
適
用
が
な
さ
れ
な
い
医
療

に
対
す
る
公
的
疾
病
保
険
給
付
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
紹
介

す
る
。
そ
の
上
で
、
給
付
請
求
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
実
体
審

査
を
行
う
べ
き
か
、
給
付
決
定
に
大
き
な
影
響
を
も
つ
連
邦
合
同
委

員
会
（G-BA

）
の
法
的
正
統
性
や
決
定
過
程
を
統
制
す
べ
き
か
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

　

⑹　

補
章
で
は
、
以
上
の
検
討
を
受
け
て
、
日
本
国
憲
法
の
社
会

権
条
項
（
生
存
権
お
よ
び
勤
労
権
）
解
釈
の
再
構
成
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
生
存
権
に
つ
い
て
は
様
々
な
方
向
や
観
点
か
ら
の
見
解
が
あ

る
が
、
学
説
・
判
例
を
あ
る
程
度
位
置
づ
け
て
整
理
し
た
う
え
で
、

生
存
権
の
新
し
い
考
え
方
―
―
枠
組
的
権
利
―
―
を
参
考
に
、
憲
法

二
五
条
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、

同
条
一
項
が
権
利
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条

を
国
家
目
標
規
定
と
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
、
石
塚
君
は
同
条
一
項

を
主
観
的
権
利
と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ

と
は
逆
に
、
憲
法
二
七
条
一
項
は
、「
勤
労
権
」
と
し
て
権
利
形
式

で
書
か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、（
実
質
的
意
味
の
）
国
家
目

標
規
定
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

三
　
本
論
文
の
評
価

　

⑴　

本
論
文
は
、「
国
家
目
標
規
定
」
と
い
う
規
範
類
型
に
つ
い
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て
の
、
日
本
で
最
初
の
包
括
的
で
体
系
的
な
研
究
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
日
本
に
お
け
る
国
家
目
標
規
定
に
対
す
る
関
心
は
、

も
っ
ぱ
ら
「
環
境
国
家
」
条
項
（
基
本
法
二
〇
ａ
条
）
の
制
定
過
程

お
よ
び
解
釈
論
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
検
討
さ
れ
た
の
は
、

日
本
国
憲
法
の
改
正
に
よ
っ
て
環
境
権
な
い
し
環
境
国
家
条
項
を
導

入
す
る
こ
と
の
意
義
や
、
環
境
国
家
条
項
の
解
釈
論
で
あ
り
、
国
家

目
標
規
定
と
い
う
規
範
類
型
そ
れ
自
体
に
目
を
向
け
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
環
境
国
家
条
項
の
形
成
と
解

釈
は
、
同
じ
規
範
類
型
で
あ
り
、
研
究
の
蓄
積
の
あ
る
社
会
国
家
原

理
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
国
家

目
標
規
定
を
横
断
的
に
考
察
す
る
研
究
が
本
格
的
に
行
わ
れ
た
の
は
、

本
論
文
が
初
め
て
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

　

こ
れ
と
関
連
す
る
が
、
第
二
に
、
本
論
文
は
、
社
会
国
家
原
理
の

研
究
と
し
て
も
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
国
家
原
理
・

社
会
権
論
は
、
戦
後
比
較
的
初
期
に
ド
イ
ツ
で
議
論
の
盛
り
上
が
り

を
み
せ
、
日
本
に
お
い
て
も
大
い
に
注
目
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
さ

ほ
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
野
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
時
ド
イ

ツ
で
は
社
会
国
家
を
支
え
る
法
制
度
の
再
構
成
に
伴
い
、
判
例
に
大

き
な
動
き
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
い
て
も
、

制
度
後
退
を
含
む
福
祉
国
家
の
再
編
が
進
み
、
生
存
権
論
の
再
構
築

が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
決
定
版
が
出
る
に
は
至
っ
て
い

な
い
。
本
論
文
は
、
こ
の
間
の
ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
社
会
国
家

の
流
れ
を
フ
ォ
ロ
ー
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
生
存
権
」
の
誕
生
な

ど
新
た
な
動
き
を
、
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
も
位
置
づ
け
よ
う
と

試
み
て
い
る
。

　

第
三
に
、
本
論
文
は
、
日
本
国
憲
法
第
三
章
「
国
民
の
権
利
及
び

義
務
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
基
本
と
さ
れ
て
き
た
「
権
利
中
心

主
義
」
を
相
対
化
し
、
憲
法
お
よ
び
憲
法
判
例
の
新
た
な
読
み
方
を

提
示
す
る
。
日
本
国
憲
法
の
権
利
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
元
来
、
主
観
的

権
利
で
あ
る
基
本
的
人
権
を
保
障
す
る
条
項
の
ほ
か
に
、
国
家
が
従

う
べ
き
客
観
法
的
規
範
を
指
示
す
る
条
項
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て

き
た
。
制
度
的
保
障
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
国
憲
法

の
解
釈
論
に
、「
客
観
法
」
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

制
度
的
保
障
以
外
の
客
観
法
的
保
障
条
項
に
つ
い
て
の
研
究
は
限
ら

れ
て
お
り
、
制
度
的
保
障
に
つ
い
て
も
、
そ
の
意
義
や
射
程
に
つ
い

て
の
問
題
意
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
国

家
目
標
規
定
と
い
う
新
た
な
客
観
法
的
補
助
線
を
引
き
、
そ
の
意
義

を
様
々
な
観
点
か
ら
切
り
出
す
こ
と
で
、
本
論
文
は
、
日
本
国
憲
法

の
（
判
例
）
理
解
の
深
化
と
新
た
な
解
釈
論
の
提
示
に
つ
な
げ
て
い

る
。

　

以
上
に
加
え
て
、
第
四
に
、
本
論
文
が
研
究
す
る
国
家
目
標
規
定

は
、
国
家
に
動
因
を
与
え
る
憲
法
規
範
と
し
て
、
各
人
の
拠
っ
て
立
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つ
憲
法
観
に
再
検
討
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
国

憲
法
は
、
国
家
の
権
力
行
使
を
抑
制
す
る
「
制
限
規
範
」
と
し
て
読

ま
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
、
本
論
文
で
検
討
さ
れ
た
「
国
家
目
標

規
定
」
は
、
国
家
に
動
因
を
与
え
る
憲
法
規
範
で
あ
る
と
い
う
点
で

特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
本
論
文
は
、
国
家
の
正
当
化
根
拠
お
よ
び
動

因
と
し
て
歴
史
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
「
国
家
目
的
」

と
、
現
代
で
用
い
ら
れ
る
「
国
家
目
標
規
定
」
と
の
関
係
性
を
明
ら

か
に
し
、
国
家
目
的
に
関
す
る
議
論
の
有
用
性
と
限
界
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
、
現
行
憲
法
の
憲
法
理
論
お
よ
び
解
釈
論
と
し
て

の
意
義
を
超
え
て
、
憲
法
改
正
論
に
も
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

⑵　

以
上
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
本
論
文
に
も

課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
次
の
三
点
を
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　

⒜　

ま
ず
、
本
論
文
は
国
家
目
標
規
定
の
「
動
因
」
と
し
て
の
機

能
を
考
察
の
中
心
に
据
え
る
た
め
、
そ
の
実
体
的
限
界
、
と
り
わ
け
、

基
本
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
が
薄
く
な
っ
て
い
る
。
本
論
文

で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
国
家
目
標
規
定
が
基
本
権
の
制

約
を
正
当
化
す
る
機
能
や
、
国
家
目
標
規
定
が
基
本
権
化
し
、
憲
法

異
議
申
立
を
通
じ
て
実
現
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
環
境

保
護
と
経
済
的
自
由
が
典
型
で
あ
る
が
、
国
家
目
標
規
定
の
実
現
と

基
本
権
が
衝
突
す
る
場
合
が
あ
る
。
石
塚
君
も
否
定
し
て
い
な
い
よ

う
に
、
憲
法
は
、
制
限
規
範
で
あ
る
点
に
第
一
の
意
義
が
あ
る
。
そ

れ
だ
け
に
、
基
本
権
と
の
衝
突
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
基
本
権
的
自

由
の
側
か
ら
も
考
察
し
、
国
家
目
標
規
定
の
具
体
化
の
実
体
的
限
界

を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

⒝　

次
に
、
憲
法
上
の
規
範
類
型
で
あ
る
国
家
目
標
規
定
と
、
国

家
目
的
論
・
国
家
目
標
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
距
離

感
で
臨
む
の
か
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
ゾ
ン
マ
ー
マ
ン
は
、

国
家
目
標
理
論
の
役
割
を
、
憲
法
の
内
在
的
・
外
在
的
理
解
や
憲
法

改
正
論
議
の
素
材
と
し
て
認
め
る
一
方
で
、
憲
法
解
釈
論
へ
の
影
響

に
つ
い
て
は
積
極
的
に
論
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
石
塚
君
は
、

も
と
よ
り
国
家
論
と
憲
法
論
の
次
元
の
違
い
を
十
分
意
識
し
た
う
え

で
は
あ
る
が
、
憲
法
解
釈
に
対
す
る
選
択
肢
の
提
供
を
国
家
論
に
求

め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
人
の
意
図
を
超
え

て
、
不
文
の
国
家
目
標
規
定
と
し
て
、
国
家
論
が
憲
法
論
に
事
実
上

流
れ
込
む
可
能
性
が
生
じ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
憲
法
論
と
国
家

論
・
国
家
目
標
論
の
関
係
、
憲
法
解
釈
に
お
い
て
国
家
論
を
参
照
す

る
こ
と
の
意
義
お
よ
び
可
否
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
ど
ち
ら
が
正
し

い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
石
塚
君
が
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題

で
あ
る
。

　

⒞　

ま
た
、
具
体
的
な
国
家
目
標
規
定
の
研
究
と
し
て
は
、
社
会
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国
家
に
つ
い
て
も
環
境
国
家
に
つ
い
て
も
、
立
法
者
に
よ
る
具
体

化
・
内
容
形
成
が
先
行
し
、
憲
法
化
が
後
追
い
す
る
と
い
う
こ
と
が

共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
。
本
論
文
は
、
当
該
法
分
野
の
体
系
化
さ
れ

た
姿
を
描
く
が
、
社
会
法
に
つ
い
て
も
環
境
法
に
つ
い
て
も
、
体
系

化
に
至
る
一
連
の
流
れ
が
実
証
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
論
文

は
、
立
法
論
を
意
識
的
に
射
程
外
に
置
い
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
法
の
体
系
化
の
過
程
や
、
そ
こ
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
諸
条
件

に
つ
い
て
例
証
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、
本
論
文
は
よ
り
説
得
力
が

増
す
は
ず
で
あ
る
。

　

関
連
す
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
社
会
国
家
原
理
と
の
関
係

で
は
、
平
等
原
則
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ

い
て
の
判
例
も
豊
富
に
存
在
す
る
。
社
会
国
家
を
検
討
素
材
と
し
、

さ
ら
に
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
へ
の
示
唆
を
与
え
る
た
め
に
は
、
社

会
国
家
原
理
と
平
等
原
則
が
交
錯
す
る
判
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

　

⑶　

以
上
、
石
塚
君
の
提
出
し
た
学
位
請
求
論
文
の
課
題
を
指
摘

し
た
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
、
本
論
文
の
意
義
を
減
じ
さ
せ
る
も

の
で
は
な
い
。
何
よ
り
も
、
本
論
文
は
、
国
家
目
標
規
定
と
い
う
規

範
類
型
に
つ
い
て
、
本
格
的
な
憲
法
論
を
展
開
し
た
日
本
で
最
初
の

研
究
で
あ
る
。
ま
た
、
上
述
の
課
題
は
、
い
ず
れ
も
憲
法
解
釈
の
根

幹
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
石
塚
君
が
今
後
の
研
究
生
活
に
お
い

て
考
察
を
重
ね
る
中
で
補
充
し
、
あ
る
い
は
決
断
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
す
で
に
認
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
石
塚
君
が
、

い
ず
れ
自
分
な
り
の
結
論
に
到
達
し
、
時
代
状
況
の
中
で
そ
れ
を
呈

示
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

以
上
述
べ
て
き
た
理
由
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
審
査
員
一
同
は
、
石

塚
壮
太
郎
君
が
提
出
し
た
本
論
文
が
、
博
士
（
法
学
、
慶
應
義
塾
大

学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
、

こ
こ
に
そ
の
旨
を
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
二
一
年
一
月
二
二
日

主
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

小
山　
　

剛

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授　

駒
村　

圭
吾

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　

副
査　
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
教
授　

鈴
木　

秀
美

法
学
研
究
科
委
員・
博
士（
法
学
）　　
　
　
　
　




